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４．保育カルテ案

円滑な街路樹の維持管理を行うにあたっては、まず、街路樹の植栽年度、植栽状況、

樹種、形状等を整理し、街路樹の素生を把握する必要がある。育成・維持管理期間で

は、その樹木の特性・状況にあった維持管理が必要であり、継続的に調査・管理を行

わなければならない。その為、保育カルテを作成し、樹木のデータベース化を図り、

きめ細やかな保育管理を行っていく資料として活用するのが有効である。

以下に保育カルテ案を示す。

５．樹木医などの専門家による診断・アドバイス体制案

前述の保育カルテによる維持管理においては、定期的に樹勢、病気有無などの専門

的な判断を行い、健全な樹木育成を図っていく必要がある。

その対応に向けては、樹木医など専門家で構成するアドバイス体制および定期的な

診断体制を確立する必要がある。
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